
放課後子ども総合プランの現状等

1資料２
放課後子ども総合プラン推進委員会

平成28年8月
長野市こども政策課
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H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

2実施校区・箇所数及び登録児童数

実施校区及び箇所数の推移

H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

22,418 22,498 22,522 児童数
22,177 21,738 21,469 21,160 20,796 20,378

5,250 5,517 5,890 6,157 6,229 6,461 6,784 7,681 登録児童数
8,455
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登録児童数の推移



3事業費及び財源

4アドバイザー及び職員の加配

アドバイザー登録者数の推移
「アドバイザー」は、放課後子ども総合プラン実施施設において、遊びや学習など
多様な体験・活動を支援する有償ボランティアで、研修を経て市に登録した方



登録児童数 延長利用登録児童数 延長登録割合

5延長開館利用

延長利用登録児童の推移

6長野市の特長

放課後児童健全育成事業（厚労省） 放課後子供教室（文科省）



7各機関等の役割

8各小学校区の受入状況（H28年度）

留 守 家 庭 児 童

全 学 年 を 受 入れ 一部学年の受入れ

受
入
済

【23校区】◎留守家庭児童を受け入れた上で
希望児童を受入れ

城東、南部、長沼、浅川、芋井、共和、信里、塩崎、
清野、豊栄、東条、西条、寺尾、川田、保科、真島、
七二会、信更、戸隠、鬼無里、大岡、信州新町、
中条

※留守家庭児童を一部
受入れの状態で、
希望児童の受入れは
しない。

１４

希
望
児
童

中条

受
入
調
整
中

【29校区】 ◎留守家庭児童のみ
全学年受入れ

城山、鍋屋田、加茂、山王、三輪、湯谷、大豆島、
柳原、古里、若槻、徳間、松ヶ丘、通明、
篠ノ井西、松代、綿内、川中島、青木島、三本柳、
豊野西、豊野東

〔5年→6年〕芹田、安茂里、篠ノ井東
〔4年→6年〕古牧、裾花、朝陽
〔3年→6年〕吉田、昭和

【２校区】

緑ヶ丘〔4年→5年〕
下氷鉋（～5年生）

注） 〔 〕内は、27年度の留守家庭児童の受入れ可能学年が、28年度に改善された状況を表す。

H31年度末までに
全ての校区で移行を
目指す。

この２校区は、
まず留守家庭児童
の全学年受入れを
目指す。

２

３



9各小学校区の運営委員会

放課後子ども総合プラン運営委員会

１ 設置根拠 長野市放課後子ども総合プラン事業実施要領

第10 事業の適正な運営及び利用の促進を図るため、
事業を実施している各通学区に運営委員会を置く。

２ 主な任務 ・事業計画（延長開館含む）及び事業報告に関すること
・職員の内申に関すること
・利用促進及びボランティアの発掘に関すること
・その他、児童の健全育成及び施設の管理運営に関すること

３ 委員構成 ・住民自治協議会役員、民生児童委員
・学校長、PTA代表者
・関係団体代表者、学識経験者 他

４ 委嘱関係 住民自治協議会が、地域の適任者を
受託者に内申し、受託者が委嘱

10運営委員長会議における主な意見

・有料化はやむなし、良いと思う

・税負担の公平性という概念はわかる

・利用料は仕方ないという声がある

放課後子ども総合プランの利用者負担の検討にあたり、平成28年７月１日
各小学校区運営委員長会議を開催し、54小学校区中、41小学校区の運営委員長
が出席

<運営委員長会議における、利用者負担の検討に関する主な意見>

・税金で思いやりの心で子どもを育てていくようにして欲しい

絶対あげてもらいたくない

・子育ては受益者負担という視点で考える問題なのか。市の税金で子どもを

育てようという夢と希望を大切にして欲しい

・有料化で格差社会を助長してしまわないか

・中山間地で児童が100％登録し、スクールバスを待つ場所となっている

・中山間地に住む児童は、放課後の居場所弱者で、児童センターがみんなで

遊ぶ場となっている


